
出典:『安倍晋三 回顧録』（安倍晋三著 中央公論新社）より 
一部抜粋の上、本庄知史事務所作成 ① 

パネルの写し 『安倍晋三 回顧録』より抜粋（特に外交関係） 

 

（日露関係） 

●「４島一括返還を主張することは、永久に北方領土が戻って来なくてもいい、というこ

とと同義」p.183 

●「(2018年)12月ブエノスアイレスでの会談では、翌年６月に大阪で開かれるＧ20首脳

会議での合意を目指す、という考えで一致していた」「日露が最も近づいた時だった」

「本当に２島返還の合意に向けたチャンスだった」p.331 

●「ロシアとは領土交渉を抱えているから、制裁は無理だ」p.143 

 

（歴史認識） 

●「70年談話では、まず村山談話の誤りを正すこと」p.161 

●「彼（河野太郎氏）が外相に就任して最初の記者会見をする前に、私は彼を執務室に呼

んで、「お父さんと全く違う立場でやってくれ。河野談話の『こ』の字も言うなよ」と

言ったのです。（中略）「（戦後）70年談話にのっとって対応していくと言ってく

れ」と。彼は見事にその方針でやりましたね。原発ゼロも封印した」p.269 

 

（日韓関係） 

●「2018年秋に、日本企業に元徴用工（旧朝鮮半島出身労働者）への賠償を命じる判決

を確定させ、その後も何ら解決策を講じようとしていなかった。そうした文在寅政権

に、どう対応していくかという問題が、輸出規制の強化につながりました」p.366 

 

（安全保障） 

●「安全保障関連法は（中略）憲法解釈を変えて合憲だと位置づけるという離れ業の論理

を構築して、政府あげて法案を作り、審議までこぎ着けていたわけですよ」p.164 

●「河野太郎防衛相が相談に来たので、（イージスアショアの）配備の中止は了解したの

ですが、米国とは全く調整していなかったのです」p.61 

 

（皇位継承、震災復興） 

●「女性宮家は、母方が天皇の血を引く女系天皇につながっていく危険性がある」p.261 

●「民主党政権の間違いは多いが、決定的なのは、東日本大震災後の増税だ」p.93 

 

（インタビュアーによる謝辞） 

●「北村滋前国家安全保障局長は、第１次内閣から蓄積してきた資料の提供（中略）をは

じめ、インタビューのすべてを支えてくれました。（中略）それがなければ、このよ

うな形で歴史的かつ実証的な回顧録が世に出ることは不可能だった」p.395-396 

令和 5年 2月 13日 衆議院予算委員会 
立憲民主党・無所属 本庄知史 



② 

外務省ホームページより抜粋（北方領土問題に関する Q＆A） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出典: 外務省ホームページ「北方領土問題に関する Q＆A」
より、一部抜粋の上、本庄知史事務所作成 

 

令和 5年 2月 13日 衆議院予算委員会 
立憲民主党・無所属 本庄知史 

 



③ 

外務省ホームページより抜粋 
（G20ブエノスアイレス・サミット 日露首脳会談） 

  

12月 1日，G20ブエノスアイレス・サミットの際に，安倍総理はウラジーミル・ウラ
ジーミロヴィチ・プーチン・ロシア連邦大統領（H.E. Mr. Putin, Vladimir 
Vladimirovich, President of the Russian Federation）との通算 24回目の日露首脳会
談を実施しました（約 45分間）。 

1 平和条約締結問題 

 安倍総理から，北方四島における共同経済活動の実現に向けた取組や，航空機墓参を始
めとする元島民の方々のための人道的措置について，引き続き協力を進めていくことを働
きかけました。 
 先般のシンガポールでの「1956年共同宣言を基礎として平和条約交渉を加速させる」
との合意を踏まえ，日露双方は，「河野外務大臣及びラヴロフ外務大臣を交渉責任者と
し，その下で森外務審議官及びモルグロフ外務次官を交渉担当者とする」ことで一致し，
さらに交渉を加速させることを確認しました。なお，ロシア側はモルグロフ外務次官を大
統領特別代表に，日本側は森外務審議官を総理特別代表と位置付けることとしました。 
 安倍総理の年明けの訪露前に，可能であれば外相会談を調整することで一致しました。 

  

2 安全保障分野の協力 

 両首脳は，安全保障分野での日露協力を更に力強く進めることで一致しました。 

3 国際情勢 

 安倍総理から，ケルチ海峡におけるウクライナ海軍船舶拿捕事案について懸念する旨述
べ，双方の当事者が自制し，船舶・乗組員の早期釈放を含め事態が沈静化に向かうよう期
待する旨伝えました。 

 
 
 出典: 外務省ホームページ「G20ブエノスアイレス・サミットの際の

日露首脳会談」より、一部抜粋の上、本庄知史事務所作成 

 

令和 5年 2月 13日 衆議院予算委員会 
立憲民主党・無所属 本庄知史 

 



④ 

河野外務大臣会見記録 
（平成 29 年 8 月 3 日（木曜日）21 時 04 分 於：本省会見室） 

 

【記者】慰安婦問題について，お伺いしたいんですけれども，まず先ほど，
どんな未来を作っていくのかが大事とおっしゃいましたけれども，日韓関
係，この問題について，一旦は最終的，且つ，不可逆的な合意をしたのに係
らず，韓国がこれについて破棄しようとしている状態です。また，お父様の
河野洋平氏が河野談話というのを作られまして，これがかなり，双国の理解
について，かなり，なんて言いますか，釘を刺すというか，邪魔になってい
るような感じがするんですけれども，この談話についてはどういうふうにお
取り扱いになるご予定でしょうか。 

【河野外務大臣】慰安婦問題に関する我が国の立場は，総理が戦後 70年の
談話で，おっしゃられたこと，それと，両国政府が確認をした日韓合意にあ
るわけでございます。それ以上，私が付け加えることはございません。日韓
の合意が着実に，実行されるということが望ましいと思っております。 

【記者】私も慰安婦合意について，お伺いしたいんですけれども，大臣，戦
後 70年談話と日韓合意に尽きるという話でしたけれども，二つ聞きたいで
す。一つは，お父様の河野洋平官房長官の談話の果たした役割，影響，歴史
的な評価について，お伺いしたいのと，あと，河野談話を発表した記者会見
の中で，河野洋平官房長官が強制連行があったのかというふうに問われて，
それについて，そうだと，それで結構だという発言をしていらっしゃいま
す。この発言について，菅官房長官が，大きな問題があるというふうに発言
しておりますが，大臣ご自身の評価をお伺いしてもよろしいでしょうか。 

【河野外務大臣】我が国政府の立場は，戦後，様々な積み上げの上に出され
た安倍内閣での 70年談話，そして，日韓合意に尽きるというのが政府の立
場でございまして，これに付け加えることはございません。 

 
令和 5年 2月 13日 衆議院予算委員会 
立憲民主党・無所属 本庄知史 

 

出典: 外務省ホームページ「河野外務大臣会見記録」 
(平成 29年 8月 3日)をもとに、本庄知史事務所作成 

 





⑥ 

衆議院議員河野太郎公式サイトより抜粋 
 
いわゆる河野談話について 
Ｑ 河野談話は閣議決定されているのでしょうか。 
Ａ 閣議決定されていません。 
 
Ｑ では、河野談話はどういう性格のものなのでしょうか。 
Ａ 「内閣の意思」です。 
前出の「オーラルヒストリー」のなかで石原官房副長官はこう述べてい
ます。あの表現は官邸の中で皆で相談して、最終的に決めたものなので
す。当然外務省、厚生省、労働省など、関係する官庁には全部連絡して
決めたわけですから、あれは内閣の意思でして、特定の人の意見ではな
い。内閣の責任で出した談話だということは間違いありません」 

 
Ｑ この「内閣の意思」は宮沢内閣以降どうなっているのですか。 
Ａ 宮沢内閣以降の歴代内閣はこれを踏襲しています。 
 
Ｑ 「河野談話」を修正、または撤回するためにはどうしたらよいのでし
ょうか。誰がやればよいのでしょうか。 
Ａ 「内閣の意思」は、総理大臣が明示的に踏襲すると発言しなくとも、
明示的に否定しない限り、新しい内閣に引き継がれます。 
「河野談話」を修正または撤回するためには、これまでの内閣の意思を
変更するわけですから、「河野談話」に替わる内閣の新しい見解、意思
を発表する、「河野談話」を踏襲しないという内閣の意思を明示する、
または何らかの形での否定をすることが必要だと思われます。 
内閣の意思をとりまとめ、総理または官房長官が新しい見解を発表する
などが必要です。 
そのためには、１９９３年８月４日付け内閣官房内閣外政審議室の「い
わゆる従軍慰安婦問題について」に替わる事実が出てくるか、あるいは
この調査結果を破棄するかということが必要になります。 

 

 

令和 5年 2月 13日 衆議院予算委員会 
立憲民主党・無所属 本庄知史 

 

出典: 衆議院議員河野太郎公式ホームページより、 
一部抜粋の上、本庄知史事務所作成 
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出典: 衆議院議員岡田克也君提出「質問主意書」に対
する答弁書をもとに、本庄知史事務所作成 

 

令和 5年 2月 13日 衆議院予算委員会 
立憲民主党・無所属 本庄知史 

 





⑨ 

パネルの写し ■保険証の記載事項変更 

 
■マイナンバーカードの記載事項変更 

 
 出典: 大井町役場、岡崎市ホームページより抜粋 

 

令和 5年 2月 13日 衆議院予算委員会 
立憲民主党・無所属 本庄知史 
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